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日本消防設備安全センターが行っている評価制度

評価名称 評価対象

性能評価 消防法第１７条第３項に定める総務大臣認定に係る特殊消防用設備等

消防設備システム評価 個々の防火対象物に設置する高度の技術を活用した消防用設備等

ガス系消火設備等評価
主に危険物施設や防火対象物等に法令義務設置となる消火設備の代替設備として設
置するガス系消火設備

本日は、性能評価と消防設備システム評価について御説明いたします。
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Ⅰ．性能評価について ⑴ 消防用設備等を設置する場合の３つの選択（ルート）

①仕様規定（ルートA） ：技術上の基準について、材料、寸法及び構造などを具体的に規定するもの

②客観的検証法（ルートB）：技術上の基準で要求される性能に、設置される消防用設備等の性能が満足するかを客観的、普遍的かつ公
正に評価できる手法を規定するもの

③大臣認定（ルートC） ：ルートBで評価できない新たな技術を用いた特殊の消防用設備等について、技術基準に基づき設置する設備
と同等以上の性能を有し、かつ設置維持されるものを総務大臣が認定する方法

法
令
根
拠

選択肢 概要 具体例

法
第
17
条
第
１
項

消
防
用
設
備
等

ルートA

通常用いられる消防
用設備等

・従来の仕様規定
（政令第10条～第39条の3に規定する設置及び維持の技術上の基準）

消火器、屋内消火栓、スプリンクラー設備、
自動火災報知設備、誘導灯

等々

ルートB

必要とされる防火安
全性能を有する消防
の用に供する設備等
（政令第29条の4）

・客観的検証法
①初期拡大抑制性能
②避難安全支援性能
③消防活動支援性能
※通常用いられる消防用設備等と同等以上の防火安全性能を有している
ことを確認する。（総務省令で定める）

・パッケージ型消火設備
・パッケージ型自動消火設備
・共同住宅用消火器
・共同住宅用スプリンクラー設備
・特定小規模施設用自動火災報知設備
・加圧防排煙設備
・特定駐車場用泡消火設備 等々

一定の知見の蓄積が構築された消防用設備等

第
3
項

用
設
備
等

特
殊
消
防

ルートC
特殊消防用設備等

・性能評価を踏まえた大臣認定制度
⇒性能評価の手続き（法第17条の2）
⇒大臣認定の申請（法第17条の2の2）

・複数の総合操作盤を用いた設備
・大空間自然排煙設備
・閉鎖型水噴霧消火設備

等々
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⑵ 特殊消防用設備等について

消防法第１７条第３項に定められている特殊消防用設備等とは？

⇒平成の初め頃から行われていた政府の規制改革の目玉の一つとして、技術革新の成果が積極的に活用されるよう、
性能規定化の推進が挙げられていた。

消防法第１７条第１項による従来の規制体系に加えて、第３項による総務大臣認定が設けられ、いわゆる「消防ルートＣ」
が開始された。

安全センターは消防法第１７条の２第１項に定める登録検定機関として総務大臣登録を行い、｢性能評価委員会｣による
特殊消防用設備等の評価を行っている

⇒消防法についても、建築基準法の性能規定化との整合性を確保するとともに、消防法に規定する消防用設備等や消
火活動上必要な施設についてできる限り性能規定化を図ることとされた。

消防法の一部改正（平成１５年６月改正・平成１６年６月施行）

⇒第１７条第３項の追加

第１項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従っ
て設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊消防用設備等」と
いう。）であって、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令に定めるところにより作成する特殊消防
用設備等の設置及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持計画」という。）に従って設置し、及び維持するものとして、総務大臣の
認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等（それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられたものに限
る。）については、前第二項の規定は、適用しない。
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Ⅱ．消防設備システム評価について

消防設備システム評価とは

個々の防火対象物に設置する高度の技術を活用した消防用設備等が、消防法令
により義務付けられている消防用設備等と同等以上の防火安全性を有すること及
び「総合消防防災システムガイドライン」（平成９年９月１６日付け消防予第１４８号）
への適合性評価を専門家により構成された「消防設備システム評価委員会」におい
て行う評価。

⇒ 本評価自体は、昭和６１年より「消防防災システムのインテリジェント化推進要綱」に基づく評価として開始

され、平成9年からは「総合消防防災システムガイドライン」に基づく評価を実施してきた。

⇒ 平成１６年の消防法の改正による性能評価業務の開始に伴い、従来実施していた｢消防防災システム評
価｣から消防法第17条第3項に定める特殊消防用設備等として総務大臣認定を受けるものを除いた、防火
対象物に設置する消防設備システムについての評価を行っている。
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⑴ 消防法施行令第 29 条の 4 第 1 項の規定に基づく客観的検証法によって、申請に係る防火対
象物に設置する消防用設備等の防火安全性能が、通常用いられる消防用設備等の防火安全性
能と同等以上であると認める評価

⑵ 「総合消防防災システムガイドライン」（平成 9 年 9 月 16 日付け消防予第 148 号）に照らして、
申請に係る防火対象物に設置する総合消防防災システムが十分な防火安全性能を有するものと
認める評価

⑶ 申請に係る防火対象物に設置する消防用設備等が消防法令に定める防火安全性能を上回って
いる場合において、当該消防用設備等が有する高度な防火安全性能の有効性を判定する評価

⑷ 消防長又は消防署長が消防法施行令第 32 条の規定の適用を判断するに当たり参考となる情報
として、申請に係る防火対象物の位置、構造又は設備の状況についてその防火安全性の有効性を
判定する評価

⑸ その他防火対象物に設置する消防用設備等の防火安全性能の有効性について、防火対象物の
関係者（以下「関係者」という。）から判定を求められる評価（当該消防用設備等の運用に関連する
維持管理の有効性等の判定を含む。）

消防設備システム評価の対象（消防設備システム評価規定より抜粋）
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おわりに

・温故創新の森 ＮＯＶＡＲＥ ノヴァーレ 旧渋沢邸「伝統的建
造物 自動火災検知放水システム」について

・今後、新たな技術開発の成果を導入する際には、性能評価
及び消防設備システム評価の制度をご活用ください。

15



ご視聴ありがとうございました。

おわり
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